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船舶事故調査報告書 

 

                            令和３年１１月１７日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１２月１日 １１時４７分ごろ 

発生場所 東京都三宅村三宅島西南西方沖 

 阿古港突堤灯台から真方位２５３°１１.３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°００.７′ 東経１３９°１５.６′） 

事故の概要 貨物船LUCENA
ル セ ナ

 CARRIER
キ ャ リ ア ー

は、南南西進中、漁船萬
まん

次
じ

丸は、北北西進

中、両船が衝突した。 

LUCENA CARRIER は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、萬次丸

は、船首部外板に破損を生じた。 

事故調査の経過 令和２年１２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 LUCENA CARRIER（パナマ共和国籍）、７,６２７トン 

９１７９４０２（ＩＭＯ番号）、ALMERIA SHIPPING 

CORPORATION 

１３９.００ｍ×２０.６０ｍ×１０.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、９,１９０kＷ、２０００年１月 

Ｂ 漁船 萬次丸、１０.９３トン 

ＴＫ２－１４４０（漁船登録番号）、個人所有 

１０.９７ｍ（Lr）×３.３５ｍ×１.１０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３５６.７kＷ、昭和５４年１２月 

第２３０－７６４４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ロシア連邦籍） ５９歳 

締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２０２０年９月３０日 

（２０２４年１１月２９日まで有効） 

  航海士Ａ（フィリピン共和国籍） ５３歳 

締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２０２０年８月２０日 

（２０２５年３月２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 
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    免許登録日 昭和５６年４月８日 

    免許証交付日 平成２９年３月１３日 

           （令和４年６月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１９人（ロシア連邦籍５人、ウク

ライナ籍２人、フィリピン共和国籍１２人）が乗り組み、令和２年１

２月１日０５時５４分ごろ、フィリピン共和国ダバオ港に向け、空船

で京浜港横浜第３区を出港した。 

Ａ船は、０８時００分ごろ航海士Ａが単独で船橋当直につき、三宅

島北北東方沖を約２００°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１８.

０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により航

行していた。 

航海士Ａは、１１時２０分ごろ三宅島西北西方沖で６Ｍ及び１２Ｍ

レンジのレーダー及び目視で前方を確認したところ、前路に衝突の危

険となる他船が見当たらなかったので、航行に支障となる他船がいな

いと判断し、船橋の海図台で時々前方を向いて他船がいないか見張り

をしながら書類の整理作業を始めた。 

航海士Ａは、１１時５０分ごろ書類の整理作業を終え、１２時００

分ごろ次の当直者の航海士と船橋当直を交代した。 

船長Ａは、１５時１７分ごろＶＨＦ無線電話により海上保安庁の巡

視船からＢ船が他船と衝突したことを知らされ、船橋内等に設置され

ている監視カメラの映像を確認したところ、１１時４７分ごろＡ船の

左舷船首部外板とＢ船の船首部が衝突した事実を知り、同無線電話で

同巡視船に本事故の発生を通報した。 

Ａ船は、１６時１７分ごろ海上保安庁の指示により八丈島に向けて

針路を変更し、同島南西方沖にて同庁の巡視船による調査を受けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、きんめだい
．．．．．

の一本釣り漁の目的

で、０４時００分ごろ東京都三宅村大野原島南西方沖の漁場に向けて

東京都神津
こ う づ

島村神津島の三浦漁港を出港した。 

船長Ｂは、大野原島南西方沖の漁場で漁を終えて帰港することと

し、１１時２５分ごろ、３Ｍレンジのレーダーで他船がいないことを

確認した後、僚船と共に三浦漁港に向けて帰港を開始した。 

船長Ｂは、Ｂ船が自動操舵により約８kn で北北西進中、Ｂ船の船尾

甲板で漁具の片付け作業を行っていたところ、衝突の衝撃でＢ船がＡ

船に衝突したことに気付いた。 

船長Ｂは、Ａ船が停止することなく航行を続けたので、所属の漁業
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協同組合に本事故の発生の連絡をするとともに、海上保安庁への

通報を依頼し、同組合は、同庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船首部に浸水があり、自力航行できなかったので、僚船に

よってえい
．．

航され、三浦漁港に帰港した。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船

のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船の監視カメラの映像、写真２ 

Ｂ船、写真３ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、本事故当時、１１時２０分から１１時５０分までの

間、時々、目視で前方を見ていたが、Ｂ船が汽笛を吹鳴することもな

く、Ａ船がＢ船と衝突したことに気付かなかったので、適切な見張り

を行う必要があったと本事故後に思った。 

船長Ｂは、船尾甲板で漁具の片付け作業を行う際、周囲をもっと警

戒するべきだったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、三宅島西南西方沖を南南西進中、航海士Ａが、レーダー及

び目視により前路に衝突の危険となる他船が見当たらず、航行に支障

となる他船がいないと判断し、時々前方を見ていたものの、船橋の海

図台で書類の整理作業を行いながら航行を続けたことから、Ｂ船がＡ

船に接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 航海士Ａは、１２Ｍレンジでレーダーを確認していたものの、Ｂ船

が約１２Ｍ離れた位置にいたことから、Ｂ船の映像を捉えられなかっ

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、三宅島西南西方沖を北北西進中、船長Ｂが、３Ｍレンジの

レーダーで他船の映像が見当たらず、付近に他船がいないと思い、船

尾甲板で漁具の片付け作業を行いながら航行していたことから、Ａ船

がＢ船に接近していることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

 船長Ｂは、３Ｍレンジで付近に他船がいないことを確認したもの

の、３Ｍより遠距離を航行していたＡ船の映像を捉えられなかったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、三宅島西南西方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が

北北西進中、航海士Ａが、航行に支障となる他船がいないと判断し、

船橋の海図台で書類の整理作業を行いながら航行を続け、また、船長

Ｂが、付近に他船がいないと思い、船尾甲板で漁具の片付け作業を行

いながら航行を続けていたため、互いに接近していることに気付か

ず、両船が衝突したものと考えられる。 



- 4 - 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・当直航海士は、船橋当直中、海図台で書類の整理作業等の特定の

作業のみに意識を向けることなく、常時、目視及びレーダー等に

よる周囲の見張りを適切に行うこと。 

・漁船の船長は、航行中、漁具の片付け作業等の特定の作業のみに

集中することなく、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 



- 5 - 

付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（令和２年１２月１日 
 １１時４７分ごろ発生） 

阿古港突堤灯台 

三宅島 

大野原島 

Ｂ船の進路 

Ｂ船の漁場 

Ａ船の推定進路 

神津島 

Ｂ船 

Ａ船の針路 

Ａ船 

衝突状況概略図（推定） 

Ｂ船の針路 

三浦漁港 

三宅島 

神奈川県 

京浜港横浜第３区 

神津島 

東京都 

Ａ船の進路 

Ａ船の進路 

11:20 ごろ 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

06:00:03 035-28-21.4 139-39-28.4 124.5 132 7.6 

07:00:04 035-18-25.1 139-43-38.2 146.8 142 11.9 

08:00:02 035-05-43.9 139-43-34.8 198.7 199 16.2 

08:30:04 034-57-18.0 139-40-36.9 202.3 204 18.8 

09:00:02 034-47-58.1 139-36-39.8 195.7 199 20.1 

09:30:03 034-39-26.2 139-32-46.0 201.6 205 17.3 

10:00:13 034-30-52.6 139-28-55.7 200.8 201 17.8 

10:09:43 034-28-10.6 139-27-46.9 201.7 202 18.3 

10:20:04 034-25-12.8 139-26-15.0 200.9 203 18.8 

10:30:03 034-22-20.9 139-24-48.7 202.8 203 18.3 

10:35:23 034-20-50.9 139-24-04.8 203.5 201 18.0 

10:58:53 034-14-02.7 139-20-59.7 192.8 199 17.6 

11:00:12 034-13-39.9 139-20-52.5 195.1 199 17.4 

11:05:34 034-12-09.6 139-20-20.9 198.2 198 17.6 

11:06:34 034-11-53.0 139-20-14.9 197.1 198 17.4 

11:12:13 034-10-16.7 139-19-36.5 200.1 200 17.8 

Ａ船のＡＩＳ記録のうち、１１時１３分以降の同記録のデータは受信されていなかった。 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、船

首から１１０ｍ、船尾から２９ｍ、左舷から１６ｍ、右舷から５ｍであった。 

また、対地針路及び船首方位は真方位である。 
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写真１ Ａ船の監視カメラの映像 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の損傷状況 

 

（世界標準時） 

11:46:52 （日本時間） 


